
女性活躍推進法では、行動計画の策定、届出を行った企業のうち、一定の基準を

満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主は、申請により厚生労働

大臣の認定を受けることができます。 

認定は、基準を満たす項目に応じて 3段階あり、認定を受けた事業主は認定マー

クを商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性活躍推進事業主であ

ることをＰＲすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながるこ

とが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         平成 28 年 4 月末現在 

 認定年 企業名 認定段階 所在地 

１ 平成 28 年 社会福祉法人正和会 ３段階目  五條市 

（注）認定企業のうち、公表することに了解を得た企業名を掲載しています。 

なお、奈良労働局ではすべての認定企業において、了解を得ています。 

 

 

○女性活躍推進法に基づく認定基準や認定申請などについては、 
奈良労働局雇用環境・均等室まで  電話：０７４２－３２－０２１０ 

          

 

 
女性活躍推進法 認定マーク「えるぼし」 


